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序言

　最高人民法院知的財産権法廷は、本院が受理した各種知的財産権民事紛争事件と一部の専利、商標授権・使用権確認にかかわる行政紛争事件の審理を担当している。2008年、最高人民法院知的財産権法廷が新たに受理した特許権侵害紛争、著作権侵害紛争、商標権侵害紛争、不正競争紛争、各種の知的財産権契約紛争及び特許、商標授権・使用権確認紛争などを含む知的財産権事件は計277件で、2007年からの各種事件52件を加えると、2008年全体の各種審理事件は計329件で、2007年と比べて103.9％増加した。最高人民法院は、法に照らして知的財産権の裁判職責を履行することにより、各種の知的財産権紛争を解決し、当事者の合法権益を十分に保護した。同時に、最高人民法院は、一連の判断が難しく複雑である事件と新しいタイプの知的財産権事件の判決で、関連法律の適用問題を絶えず明確にし、知的財産権の司法基準の統一を守った。最高人民法院が裁判したこれらの知的財産権事件中の関連法律適用問題の解釈は、全国法院の知的財産権司法保護業務に対して指導と参考意義を持つ。適時に裁判経験を総括するため、裁判の監督と指導を強化し、知的財産権の法律適用基準の統一と整備を促進するため、最高人民法院知的財産権法廷は、2008年度の既済事件184件の中から、23件の典型的事件の判例要旨を選び出し、本年度報告を作成し、ここに公開し発布する。
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（一）専利事件
1. 施特里克斯有限公司（英ストリクス社）と寧波聖利達電器製造有限公司、華普超市有限公司の専利権侵害紛争再審申請事件において、最高人民法院（2007）民三監字第51-1号の再審請求却下通知書では、公知技術抗弁の適用は、ただ告発を受けた権利侵害製品において、告発された特許権保護範囲内の全ての技術特徴と、既に公開されたその他の既存技術方案の相応技術特徴が同じ或いは同じだとみなすことを必要とし、告発を受けた権利侵害製品と、特許権利者の特許とが同じであるために、公知技術抗弁原則の適用を排除することはできないとした。
2.遼寧省高級人民法院での、朝陽興諾公司が建設部公布の業界標準である「複合キャリヤー杭打ち機規程」に基づいて設計、施工による標準中の特許の実施行為が、特許権を侵害しているか否かの問題に関する指示を求める案件において、最高人民法院（2008）民三地字第4号の回答文書では、現在、我が国の標準制定機関が、関連標準中の専利情報の公開発表及び使用制度を未だ確立していない状況から鑑みて、特許権利者が標準の制定に参加した或いは同意を得たことにかかわり、専利を国家、業界或いは地方標準に組み入れたものは、権利者は他者が標準を実施するお同時に当該専利を実施することを許可したとみなし、他者の関連実施行為は特許法第11条に規定する特許侵害行為に属していないとした。また、専利権者は実施者に一定の使用料を請求することができるが、支払額は正常の許可使用料より明らかに低くなければならず、特許権者が使用料の放棄を承諾した場合は、その承諾に基づいて処理するとした。
3.浙江杭州鑫富薬業股份有限公司が訴えた、東山新発薬業有限公司、上海愛兮緹国際貿易有限公司の発明特許臨時保護期間使用料紛争及び発明特許権侵害紛争の管轄権異議再審請求事件において、最高人民法院（208）民申字第81号の民事裁定では、発明特許臨時保護期間使用料紛争の管轄確定原則を明確にした。最高人民法院は、発明特許臨時保護期間使用料紛争は、一般意義上の特許権侵害紛争には属していないが、本質的には特許関連の侵害紛争の一種であり、民事訴訟法第29条に決められた権利侵害訴訟の管轄確定原則に基づいて発明特許臨時保護期間使用料紛争の管轄を確定するべきであるとした。発明特許臨時保護期間使用料紛争は、事件の資質上、特許権侵害紛争と最も類似し、このため、法律或いは司法解釈にこの種の事件の管轄に関する特別規定が制定される前に、特許権侵害紛争の管轄規定を参照し、管轄を確定することができる。告発を受けた権利侵害の実施行為が特許授権公告前後を越えて、その行動が前後の連続性と一致性がある場合、当事者の訴訟に便利性を与えることを基点として、権利者の臨時保護期間使用料と特許権侵害行為をあわせて同時に権利主張の提出を許可すべきである。
4.藍星化工新材料股份有限公司江西星火有機硅厰と山東東岳有機硅材料有限公司、山東東岳氟硅材料有限公司、北京石油化工設計院有限公司の実用新案特許権侵害紛争上訴事件において、最高人民法院（2008）民三終字第7号民事裁定では、受理法院は事件について管轄権があることが事件審理の前提であり、訴訟主体の確定と管轄権の確定の間で矛盾が発生した場合、受理法院はまずは管轄権問題の裁定を出すべきであるとした。
5.葵朗春氏と佛山石湾鷹牌陶瓷有限公司、江門市新力塑料厰有限公司、朱根良氏の特許権侵害紛争管轄権異議再審申請事件において、最高人民法廷（2008）民申字第19号民事裁定では、杭州市中級人民法院は、再審請求者の特許権事件に関連する多くの権利侵害訴訟を既に審理し、かつ、本案は浙江省内で大きな影響を持つ事件に属さず、このため、事件を審理しやすいように、上級法院は民事訴訟法第39条の規定に基づき、本院管轄の第一審民事事件を下級民事法院に引き渡すとした。
（二）著作権事件
6.広東大聖文化伝播有限公司と洪如丁、韓偉、広州音像出版社、重慶三峡盤発展有限責任公司、聯盛商業連鎖股份有限公司の著作権侵害再審請求事件において、最高人民法院（2008）民提字第51号民事判決では、著作権法第39条第3項と第41条第2項の法律適用範囲問題をはっきりさせた。著作権法第39条第3項では、音楽作品の著作権者の権利を制限する法定許可制度を設定した。すなわち、「録音制作者が、すでに合法的に制作された他人の録音製品の音楽著作物を使用して録音製品を制作する場合、著作権者の許諾を必要としないが、規定に従って報酬を支払わなければならない」。当該規定はすでに合法的に制作された他人の録音製品の音楽著作物を使用して録音製品を制作する場合、著作権者の許諾を必要としないだけを規定しているが、当該規定の立法主旨は音楽作品の伝播がしやすくし、その伝播を促進するもので、この種の音楽作品を使用した録音製品のコピー、発行に対し、同様に著作権法第39条第3項の法定許可規定を適用すべきである。すなわち、著作権者の許可を得て制作した音楽作品の録音製品を公開ししだい、その他者が当該音楽作品を他の制作録音製品として再び使用、または、コピー、発行することは、第41条第2項の「著作権者の許可を得る」という規定を適用しない。
7.新伝在線（北京）信息技術有限公司と中国網絡通信集団公司自貢支社の情報ネットワーク伝播権侵害紛争再審請求事件において、最高人民法院（2008）民申字第926号民事裁定では、当事者が提供した関連公証証拠に対し、人民法院は必要なときに、ネットワーク環境とネットワーク証拠の具体的な状況に基づき、公証証明のネットワーク情報がインターネットからできており、当地のコンピューターからではないかどうかを審査し、同様に、これを土台として結論を下す根拠となるのかどうかを決定するとした。技術的にあらかじめ当地のコンピューターに目標のウェブページを設置することができるため、当該コンピューターがインターネットに接続する時、当該虚構の目標ウェブページとその他真実のウェブページが同時に存在する可能性があり、当該公証行為が公証場所以外の場所で行われ、公証所有のコンピューター及びモバイルハードディスクが公証前に公証人にコントロールされておらず、且つ公証書に当該コンピューター及びモバイルハードディスクのクリーン性の検査を行っているかどうかの記載が無い状況で、最高人民法院はこの種の公証書が公証人の前で発生した公証書記載の行為であることを証明しているが、当該行為がインターネット環境の中で発生したことを証明するにはまだ足りない。本案は人民法院がネットワークに関連する公証証拠どのように審査したのかという指導的意義を持つだけでなく、ネットワークに関連する公証行為の規範化に役立つものである。
8.株式会社双葉社と上海恩嘉経貿発展有限公司、広州市誠益眼鏡有限公司、響水県世福経済発展有限公司の著作権侵害紛争再審請求事件において、最高人民法院（2007）民三監字第14-1号民事裁定では、双葉社の訴訟請求は、被請求人の誠益公司、世福公司が登録或いは所有する商標において双葉社は著作権を有している「クレヨンしんちゃん」の美術作品を違法に使用したと主張するだけでなく、恩嘉公司が許可を得ずに、製品の販売、宣伝時に違法にその美術作品を使用したとするものであるとした。双葉社は前述の製品販売、宣伝などの実際に使用した行為に対し訴訟を提訴したことは、民事上の権利紛争に属していることから、民事訴訟法第108条の規定に符合する状況のもと、人民法院はこれを受理しなければならないとした。

9.中国文聯音像出版社、天津天宝文化発展有限公司、天津天宝光碟有限公司と広東唱金影音有限公司、河北省河北梆子劇院等の著作権侵害紛争上訴事件において、最高人民法院（2008）民三終字第5号民事判決で、一つの舞台演劇の実演に対して、計画準備、構成、リハーサル等を劇場或いは劇団などの公演期間が主となって組織し行っていて、公演機関が実演に必要とした投入をし、実演は実演機関の意思の表わしであり、従って実演機関は著作権法上の実演者であるとした。また、録画製品制作者が有する「録画製品制作者権」はその実演者及び関連著作権者から授権を獲得した「関連演目のビ録画製品を独占的に出版・発行する権利」と違い、前者は、その自ら制作した録画製品について、複製、発行、貸与、情報ネットワーク伝播等の権利を擁しているが、後者は、独占出版権にと類似するもので、他者が許可を得ずに同一実演者が演出した当該演目の録画製品の出版、発行を禁止することができ、ある一回の実演公演、ある一つの録画制作バージョンに限らないとした。
10.孫楠氏と北京金視光盤有限公司、淄博銀座商城有限責任公司、江西音像出版社の実演者権利侵害紛争の審理事件において、最高人民法院は（2008）民申字第804号民事裁定によって本案審理後、当事者が訴訟取り下げを申請し、（2008）民提字第55号民事裁定によって訴訟を取り下げ結審する許可を与えたが、本案の審理によって、本案が関連する当事者の証拠提示責任と関連証拠認定基準の認識を統一した。実演家身分の確定に関して、本案に関連する光ディスクラベルとディスク中心部に「孫楠　対視」、「sun nan：最新専輯（アルバム）」の文字が記されており、孫楠氏の数枚の写真が印刷され、且つ孫楠氏はその中の関係曲目を実演した事実を認め、当該事実の証拠を覆す証拠が無い状況のもと、これによって孫楠を関連曲目の実演者と認定することができる。権利侵害者の身分確定に関して、まず、金視公司が関連する光ディスクの複製、発行を否認したが、当該光ディスクエッチングでその生産元識別番号（SID）がある。その次に、法院に提出した関連複製委託書が偽造であることを認めたが、誰による偽造なのかの説明が無く、且つなぜ関連する光ディスクに出版番号、出版発行日及び関連文字がもう一つの合法的に調印した複製委託書に一致する等についての合理的解釈が出されていない。更に、江西音像出版社も金視公司が無断に当該社版番号を盗用したことがあると申し立てた。これらの関連証拠を総合すると、関連光ディスクは金視公司が複製、発行したと認定することができる。
11.王志栄氏と湖南大学との出版契約紛争の再審請求事件において、最高人民法院（2008）民申字第823号民事裁定では、本案の主要法律問題は国家版権局が定めた「出版文学作品報酬規定」の第16条を本案に適用すべきか否かの問題であるとした。最高人民法院は当該条項の法律根拠となる改訂前の著作権法実施条例第40条は2002年9月15日改訂時に削除されたことを鑑みて、現在国家の関連部門は「出版文字作品報酬規定」の第16条の調整をまだ行っていないが、当該条項は現行の「中華人民共和国著作権法」の精神と符合せず、既に遅れをとっているため本案に適用すべきではないとした。

12.張培蓮氏と四川科学技術出版社の著作権侵害紛争の再審請求事件において、最高人民法院（2008）民監字第126号民事裁定では、裁判で権利侵害であると確定し、権利者に書籍に対する十分な賠償を行っており、当該判決確定後に引き続き発行した場合は、原判決執行の問題に属すため、新たな侵害行為を構成していいないことを明確にした。
（三）商標事件
13.深圳市遠航科技有限公司と深セン騰訊計算機系統有限公司、騰訊科技（深圳）有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司西安支社の商標権侵害と不当競争防止紛争について指示を求める案件において、最高人民法院（2008）民三他字第12号回答文書では、一定地域内での関係民衆の中で広く一般に認められたポーカーゲームの名称に対して、当事者がその商品或いは役務の由来を識別するための商標として使用するのではなく、ただ当該類ゲームの内容、特徴などを反映するゲーム名称として使用するならば、正当な使用と認定することができるとした。また前述の状況に属しているか否かは、事件の具体的状況を配慮し、商標法実施条例第49条の規定に基づき認定すべきであるとした。
（四）不正競争事件
14.広東偉雄集団公司、佛山市高明区正野電器実業有限公司、広東正野電器有限公司と佛山市順徳区正野電器有限公司、佛山市順徳区光大企業集団有限公司の商標権侵害と不正競争紛争の再審請求事件において、最高人民法院（2005）民三監字第15-1号民事裁定では、不正競争防止法の保護を受ける企業名称、特に商号は、一般意義上の人身権と異なり、異なった市場主体を区別する商業標識であり、継承することができるとした。当該裁定では、他者の登録商標と同じ文字を企業名称中の商号として登記・使用し、類似商品を生産・販売し、関係公衆に製品の出所について十分に混同を生じさせるならば、たとえ他者の商標が馳名商標或いは著名商標に認定されていないとしても、やはり不正競争行為を構成することができる。
15. 艾利丹尼森公司（米アベリー・デニソン社）、艾利（広州）有限公司、艾利（昆山）有限公司、艾利（中国）有限公司と四維企業股份有限公司、四維実業（深圳）有限公司、南海市里水意利印刷厰、佛山市環市鎮東昇汾江印刷厰経営部の営業秘密侵害紛争の管轄権異議上訴事件において、最高人民法院（2007）民三終字第10号民事裁定は、営業秘密を侵害して製造した権利侵害製品の販売は、不正競争防止法第10条に規定する営業秘密の侵害行為に属さないとした。営業秘密使用の行為実施地と結果発生地は通常一致し、すなわち、営業秘密使用の過程は、一般的に権利侵害製品製造の過程であり、当該権利侵害製品の製造完了時には、営業秘密使用の権利侵害結果は同時に発生し、当該権利侵害製品の販売地を営業秘密の権利結果発生地と見るべきではない。

（五）技術契約事件
16.長城汽車股份有限公司と泰斬（上海）塑料製品有限公司の技術委託開発契約紛争の管轄権異議再審請求事件において、最高人民法院（2008）民申字第46号民事裁定では、民事訴訟法第24条の規定は、契約履行地の法院が契約紛争を提起する訴訟の管轄権を有していることを明確にしたが、履行地とは何かについて更に一歩進んだ規定が無く、「最高人民法院の〈中華人民共和国民事訴訟法〉適用の若干問題に関する意見」もまた技術契約の履行地に対する解釈を出していないことに対して、契約法第4章で契約履行地点の確定原則を規定した。従い、「契約法」の契約履行地に関する規定に基づき、「民事訴訟法」第24条に規定される契約履行地を確定できる。
　

二、知的財産権行政事件
（一）特許権授権使用権確認事件
1.済寧無圧鍋炉厰が国家知識産権局専利復審委員会、第三者舒学章氏を訴えた発明特許無効紛争審理事件において、最高人民法院（2007）行提字第4号行政判決では、「専利法」上の重複授権禁止原則の理解と関連行政操作の合法性を明確にし、同時に特許法上の「同様の発明創造」の概念の内包をはっきりさせた。本案の焦点は、旧中国専利局が1995年9月28日に発布した「審査指針公報」第6条で確立した、同一申請人が同様の発明創造で実用新案特許を申請すると同時に、発明特許の申請も行うことを許可する関連行政操作が専利法上の重複授権禁止元原則に符合しているか否かにあり、これも我が国の専利局が過去に順次に授与した数千件の特許の有効性問題に関わる。最高人民法院は、専利法の言う同様の発明創造は保護範囲が同じな特許出願或いは特許を指し、判断方法においてただ各自の請求する保護内容で比較すべきであり、本案に関わる2件の特許は同様の発明創造に属さないとした。特許法上の重複授権禁止は同様の発明創造が2件或いは2件以上の有効状態にある専利権に同時に存在することはできないことであり、同様の発明創造が一回しか特許権を与えられないことを指すものではなく、関連する行政操作は当時及び現行の関連する重複授権禁止の立法精神に背いていない。
2.国家知識産権局専利復審委員会と科万商標投資有限公司、佛山市順徳区信達染整機械有限公司の意匠特許無効紛争の再審請求事件において、最高人民法院（2008）行提字第4、5、6、7、8号行政判決で以下の意見を明らかにした。専利法実施細則第13条第1項に関係する重複授権禁止の規定は、意匠と特許間の相互矛盾を防止するためのでもで、同様の意匠でも、類似な意匠でも、同一の出願人であっても、でなくても、前述の行政法規の規定に照らして1件の専利権を与えなければならない。無効を宣告された専利は始めから即ち存在せず、再び重複授権しているか否かを判断するための比較文献としてはならない。各単元の意匠は同様であり、異なるものはただ単元数量の簡単な増加或いは減少だけであり、近似している意匠に属する。
3.如皋市愛吉科紡績機械有限公司が国家知的財産権局特許再審委員会、王玉山氏を訴えた実用新案特許無効紛争審理事件において、最高人民法院（2007）行提字第3号行政裁定では、企業標準の登録が「特許法」上の公開を構成するのか否かと、法院は専利権の使用権確認の行政事件で司法変更権を執行することができるのか否かのこの2つの重要問題を明確にした。最高人民法院は企業標準の登録が標準の具体的内容を社会に公開発布することを意味しておらず、登録も公衆が自由に調べ獲得することを意味しておらず、企業標準は登録行為によって「特許法上」の公開を構成できないこととした。また現行の行政訴訟法律の枠組みのもと、法院は判決主文のなかで、関係する専利権の効力について直接判決を宣告するには、十分な法律根拠が欠けているとした。
（二）商業授権使用権確認事件
4.西南薬業股份有限公司と国家工商行政管理総局商標評審委員会、拝耳消費者護理股份有限公司の商標行政紛争の再審請求事件において、最高人民法院（2007）行監字第111-1号再審却下通知書では、一般名称は法定の一般名称と一般化した名称を含み、地方薬品基準に組み入れられる名称は原則上一般名称と認定されるべきあるが、当該国家薬品基準改正後はその認定を法定の一般名称とすべきでなく、一般名称であるか否かの基準は、同業界経営者が一般的に認められている、一般的に使用している、ある種類の商品を表わす名詞であるか否かである。一般名称の判断時点に関して、審判時の事実状況を持って判断するべきであるとした。
5.常州誠聯電源製造有限公司と国家工商行政管理総局商標評審委員会、常州市創聯電源有限公司の商標行政紛争の再審請求事件において、最高人民法院（2006）行監字第118-1号の再審請求却下通知書では、商標法第41条第1項の「詐欺的或いはその他の不当手段によって登録を取得する」状況に当てはまるものを明確にした。事件は登録取消の絶対事由に関連し、先使用権人関係する商標登録事件において、当該条項中の「その他の不正手段」を私的権利に関連する商標取消争議事件に適用すべきではなく、商標法第41条第2項と第3項の規定を適用すべきであることを明確にした。同時に、当該通知書では商標法第13常の規定を正確に理解・適用すれば、誠実信用原則違反行為、先使用商標の冒認出願、あるいは他者の権利を侵害するその他の他人に先に有する権利を侵害する問題を解決でき、不正競争行為を制止することができることを明確にした。商標法第31条では、未登録商標の保護に対して3つの条件を設定した。すなわち、先使用、一定の影響を持つ、不正な手段による冒認出願であり、うち、「一定の影響を持つ」と「不正な手段」それ自体は柔軟性がある。商標に対する一定の影響を持つという要求基準は高すぎないほうがよく、登録者の明知或いは悪意を結びつけて考慮することができる。
6.株式会社双葉社と国家工商行政管理総局商標評審委員会、上海恩嘉経貿発展公司の商標行政紛争の再審請求事件において、最高人民法院（2007）民三監字第25-1、26-1、27-1、28-1、29-1、30-1、31-1、32-1、33-1号再審却下通知書では、商標法第31条などの規定に基づき、商標の登録が著作権の既得権等を侵害していることなどを理由にした当該商標登録の取消申し立ては、当該登録商標の登録日から5年以内に提出すべきであるとした。商標法に規定された5年の除斥期限に関しては、2001年12月1日の「商標法」効力発生日から計算することは法律根拠がないと認定すべきである。
7.雲南省滇虹薬業集団股份有限公司と汕頭市康王精細化工実業有限公司、国家工商行政管理総局商標評審委員会の商標行政紛争の再審請求事件において、最高人民法院（2007）行監字第184-1号再審請求却下通知書では、商標法第44条第（4）項規定の「使用」は、商業活動の中で、商標を公開、真実・合法的に使用することであり、商標使用行為が合法か否かの判断は、商標法及びその他関連法規に限らないことを明確にした。経営者は法律法規の強制性、禁止性規定を違反する経営活動において商標を使用した場合、「商標法」に規定された使用行為として認定することはできない。第（4）項に規定される継続3年間使用しなかった場合は、商標法第44条に規定された期限内で改正を命じる処置方法を適用しない。他者が商標局に当該登録商標の取消を請求した後、登録者が使用しなかったという証拠材料がない或いは無効であり、かつ不使用の正当な理由が無かった場合は、その登録商標を取り消すとした。
以上
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